
　

「一日前プロジェクト」とは、地震や水害・雪害などの自然災害で被災した方々や災害対応の経験をもつ方から、

色々なお話を聞かせていただき、小さなエピソード（物語）として取りまとめる活動です。

　こうしたエピソードをとりまとめることで、災害をイメージし、自分のこととして感じてもらうことにより、

明日起きるかもしれない災害に、今日（一日前）から備えていただくことを目的としています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●問い合わせ先　総務課総務グループ防災係 ☎ 0146・47・2114

　異変に気がついたのは夜の 11時ごろでした。外は

ものすごい雨と雷で、飼っていた犬が雷をこわがっ

てあまりに鳴くものだから、かわいそうになって玄

関へ入れてあげたんです。

　それからしばらくたって、午前 1時ごろだったか、

何か変な音がするものだから「何の音かな」と思って、

ひょいと玄関を見ると、ドアの下、戸のすき間から

水がプチュプチュと入ってきていました。「これは大

変だ。戸をあけたら、水がダッーと家の中に入って

くるぞ」と思い、寝ていた家族 6人をおこすと、犬

をかかえて、すぐ 2階へあがりました。そのころに

は、もう、畳が床下からくる水の力で浮きはじめて

いました。結局、10 分たらずで、床上 138 センチま

で水に浸かってしまいました。1 階はほとんど全滅

で、パソコンやテレビ、エアコン、衣類や書類、ア

ルバムなど、すべてがだめになってしまいました。

　助けることができたのは犬だけでしたね。パソコ

ンに入れておいた年賀状

の住所録が消えてしまっ

たのがすごく残念だった

ので、今は、大雨が降る

たびに、パソコンを 2 階

に持っていくんです。

　（徳島市 60代男性）
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「子育て世帯臨時特例給付金」
　　　「臨時福祉給付金」のお知らせ
　新冠町では、７月１日（火）から10月１日（水）の３

カ月間で両給付金に係る受付をしています。期限までに

申請がない場合は給付金をもらうことができなくなりま

すので、対象となる方は必ず期間内に申請してください。

　また、対象となるか分からない方は、「税情報利用同

意書」を役場にお送りいただくか、もしくは、役場「臨

時福祉給付金」申請窓口まで、お越しください。

「国民年金だより」
【国民年金保険料は期間内に収めましょう】

　国民年金は、老後やもしもの時にあなたの大きな支え

となります。保険料の収め忘れが続くと老後に年金を受

け取ることができなくなるばかりか、障害基礎年金や遺

族基礎年金を受け取れない場合があります。

　納付の窓口は、金融機関またはコンビニエンスストア

となっております。また、ほとんどの金融機関で口座振

替もできますのでご利用ください。

　国民年金保険料の納付が困難なときは、国民年金には

保険料納付が免除される制度があります。保険料免除な

どの承認された期間（一部納付免除承認期間において納

付のない期間は除く）は、老後に年金を受け取るための

資格期間に含まれるだけでなく、万一の時に障害基礎年

金や遺族基礎年金を受け取る資格期間に含まれますの

で、制度をご利用の際には役場町民生活課で免除または

納付猶予の申請手続きを行ってください。

【免除制度が改正されました】

　平成26年４月１日より国民年金保険料免除制度が改

正され、過去２年まで遡って申請することができるよう

になりました。若年者納付猶予、学生納付特例制度でも

同様に遡って申請することができます。

★保険料免除制度

　経済的な理由などで納めるのが困難な時に利用できる

制度で、本人と配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下

であれば承認され、保険料納付の全額または一部が免除

されます。また、失業された方は、離職票や雇用保険受

給資格者証を添付すれば、その方の前年の所得を０円と

して免除審査をする特例もあります。

★若年者納付猶予制度

　本人が30歳未満であるときに限って利用できる制度

で、申請が承認されると保険料の全額が猶予されます。

納付猶予は本人と配偶者の前年所得が一定額以下であれ

ば、世帯主の前年所得にかかわらず承認されます。

★学生納付特例制度

　本人が学生であるときに限り利

用できる制度で、申請が承認され

ると保険料の全額が猶予されま

す。学生納付特例は、本人の前年

所得が一定額以下であれば配偶者

や世帯主の所得にかかわらず承認

されます。

●問い合わせ先　

町民生活課町民生活グループ社会係　☎ 0146・47・2112

役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information －
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